
【201１.12 県議会初質問】 

退職手当債の発行中止と歳入確保につ

いて伺います。 

私が県議会議員になりまして一番驚いた

のが、この退職手当債でした。もちろん浜

松市にはございません。県債には投資的経

費としてやむを得ないものは間違いなくあ

ります。しかしやはり避けるべきものもある

と思います。その一つがこの退職手当債だ

ろうと思っています。 

本県では平成１９年度から４年間で３８０

億円を既に発行しております。さらに今年

度は１００億円を予算化しております。これ

までも、議会の中で先輩議員が厳しく指摘

をしているのを議事録で拝見をしておりま

すが、県は定員適正化により償還財源を確

保するという考え方のようでありますけれ

ども、私はそうした考え方が本当に県民目

線といえるかどうか疑問を持っておりま

す。 

今、日本中の自治体で、歯を食いしばっ

て行財政改革を進め、定員適正化などの財

源を捻出しております。その原資を償還財

源に使うというのが本当に県民の理解を得

られているでしょうか。退職手当債は３０年

債ということでありますので、今年発行し

たものの償還は、これから生まれてくる赤

ちゃんも背負うことになります。まず、今後

も退職手当債を発行するつもりかどうか伺

いたいと思います。 

 

〇須藤経営管理部長 

退職手当債の発行と新たな歳入確保に

ついて、お答えいたします。 

本県では、平成１９年度以降、生徒急増期

に採用した教員等が退職時期を迎え、退職

手当が高い水準で推移することが見込まれ

たことから計画的に職員数の削減等を進

め、その範囲内で償還財源を確保しながら

退職手当債を発行しております。 

退職手当債の発行につきましては厳しい

財政状況の中、財政負担の平準化を図る観

点からやむを得ないと考えております。 

一方で県債残高抑制の観点からも退職

手当債を発行しない財政運営が理想であ

り、昨年度は景気回復等により税収増が見

込まれたため、退職手当債の発行額を２月

補正予算において２０億円減額したところ

であります。今後も歳出のスリム化や歳入

確保に取り組むなど、一層の行財政改革を

進めてまいります。 

 

〇再質問 

退職手当債についてですけれども、今の

お話を聞いておりますと必要だということ

でありますが、ちょっとガックリいたしまし

た。 

退職手当債の発行団体を調べました。平

成２２年度の当初予算では４１道府県で予

算化をしておりましたけれども、実際に発

行したのは２３団体にとどまっております。

平成２３年度――本年度ですけれども、当

初予算で予算化しているのは３３道府県に

減っております。また県内の市町につきま

しては、これまで５つの市町で発行実績が

ありましたけれども、平成２２年度は実績ゼ

ロということでありまして、やはりみんな発

行しなくてもいいように行革の努力をして

いるんだと思います。 

県内の市町の皆さんも他の都道府県も

努力をしている中でありますので、私は平

成２４年度の当初予算では、行革の覚悟を

示すためにも発行中止すべきではないかと

思いますが、再度伺いたいと思います。 

  

○経営管理部長 

田口議員の再質問にお答えいたします。

退職手当債につきましては、先ほど申しま

したように、県の事情といたしまして、教員

の分がございまして、ここは県内市町とは

違ったところでございます。 

県内の生徒が増えている急増期に大量

に採用した教員が退職期を迎えているとい

うことでございまして、実際、退職手当に占

める教育委員会所管部分というのが７割近

くを占めている。そこが急に増えていると

いうことでございますので、その辺は市町



とはやはり財政構造が違うというところは

御理解いただきたいと思います。 

この退職手当でございますが、先ほど申

しましたように、これは一時的に増加し、ピ

ークを過ぎれば減ってくるというものでご

ざいます。民間と異なりまして、地方財政制

度上、普通会計ではこれまで引当金制度も

なかったということで、いわゆる積んでこ

なかったと。そこで一時期に増えたものを

どうするかという中で、これは国の地方財

政計画の中でも位置づけられておる起債で

ございまして、県でも先ほど申しましたよ

うに計画的な職員削減等の努力をしながら

償還財源を確保し、財政の健全化にも努め

ながら負担の平準化を図ると。一方で、現

下の社会経済状況を見れば本県において

も喫緊に取り組まなければならない課題と

いうのはたくさんございますので、そうし

たところの財源として退職手当債を活用さ

せていただきたいという、こうした財政運

営でやっているものでございます。 

退職手当につきましては来年度以降も今

年度よりも増加する見込みでございまし

て、平成１７年度実績と比べますと、例えば

１００億前後これから当面増えていくという

見込みでございますので、現下のやはり県

民サービスの提供ですとか、喫緊の課題に

対応するですとか、そうしたものの財源と

しましては、財政の健全化にも行革努力を

しながら償還財源を捻出するという、この

健全化にも配慮しながら、一方で現下の課

題に対応するという意味で資金手当として

退職債を発行する、運用すると、こうしたこ

とでせざるを得ないじゃないかなというこ

とでございまして、現在の状況の中で今後

も発行しないということを言うのは困難で

あるというふうに思ってございます。 

ただ一方で、先ほど申しましたように、退

職手当債を発行しないで済むのが理想と

いうことは、これは私どももそう思っており

ますので、今後も歳出のスリム化ですとか

歳入確保に懸命に取り組みまして、可能な

限り発行額の抑制に努めてまいりたいと考

えております。 

 

○再々質問 

あと３０秒しかありませんので一問だけ

再々質問します。 

退職手当債ですけれども、市町との違い

はわかりました。ただ他の県はやっぱり同

じように頑張っているんですよ。そうしたも

のもありますし、とりわけ先ほど来お話しし

ているとおり、財政健全化には意識改革が

必要で、まずはターゲットとなる目標が必

要だと思います。その目標の一つとして、

ぜひ私はとらえてもらいたいと思います

が、再度退職手当債あるいはそれ以外のも

のに対しての目標を設けてもらいたいとい

う点で質問したいと思います。よろしくお

願いします。 

 

○経営管理部長 

県債管理についてでございまして、これ

は通常債につきましては、議員からのお話

もありましたように着実に減少してきてお

りまして、それは退職手当債の発行も含め

た上で、通常債として減少しているという

状況でございます。 

 退職手当債についてでございますが、先

ほど言いましたように、財政の健全化とい

う行革の努力をしながら、一方で発行して

いるというのもございますし、現下の財政

状況は大変厳しくて、現在でも、今予算編

成しておりますけれども、４１０億円の財源

不足がある。この４１０億円は退職手当債１

００億円の発行を前提としているものでご

ざいまして、相当厳しい財政状況でござい

ます。そうした中で考えますと、直ちに発行

中止というのは困難であると考えておりま

すけれども、御指摘の趣旨は十分理解して

おりますので、額の抑制については努めて

まいりたいというように考えてございま

す。以上であります。  



【2020.2 代表質問】 

県は、財政健全化目標として２０２１年度

の収支均衡を掲げて現在取り組みを進め

ておりますが私には幾つかの疑念がござい

ます。 

まず、ここ数年退職手当債や行政改革推

進債など資金手当債と呼ばれる起債が目

立つことです。退職手当債は、今年度は発

行しておりませんが今年度末残高は５８５

億円となる見込みです。また行政改革推進

債は、この２月補正予算でも２１億円を追加

いたしまして、当初予算と合わせて今年度

は８６億円を発行ということになりました。 

これ、ここ３年続けて発行しておりまして

今年度末残高は３８３億円ほどになると見

込まれます。さらに令和２年度当初予算案

においても、これ９６億円余を予定しており

ます。 

これらの資金手当債というのは、当座の

財源は確保できますけれども交付税措置

があるわけでもなく全て後年度の県民負担

となる借金であります。他県ではこうした

行政改革推進債の増発などによる財政悪

化で知事以下幹部職員が給与カットしてい

るところ、議員報酬をカットしている、さら

には職員の給与カットも議論をしていると

ころがあります。本県も今申し上げました

とおり、１千億円近いこの資金手当債に頼

るような財政運営を続けていると早晩似た

ような状況にならないか私は懸念をしてお

ります。まず、こうした起債傾向に対する県

の所見をお尋ねします。 

また、それだからこそ必要になるのが事

業の廃止、見直しであります。枠配分予算

が導入をされまして部局の裁量が高まりま

した。今後は部局内で事業や施策の評価を

行う中でスクラップするものを真剣に洗い

出ししていく必要があると思っています。 

私は、事業部門の皆さんは歳入のことを

余り考えていないようにお見受けしており

ますが、資金手当債のような借金をしてで

もやるべき事業なのかどうかよくよく考え

ていただきたいと思っています。ふじのく

に県民クラブは会派要望で事業の廃止や

見直しに当たりイベントの抜本的見直しを

提案したほか、不用額が多い事業の中に市

や町への補助系や事業執行が追いつかな

い事業があるという特徴があることからこ

れらの精査を求めたところであります。 

令和の新時代に必要となる新たな事業

を進めるためには、過去からやってきた事

業を漫然と続けるのではなくこれまで以上

に内容を精査しスクラップをする必要があ

りますが、今後の進め方についてお伺いを

いたします。 

 

○佐藤政策推進担当部長 

知事の政治姿勢についてのうち、令和２

年度当初予算編成についてお答えいたしま

す。財政健全化の堅持についてであります

が、本県では近年企業収益の悪化による県

税収入の減少など厳しい財政状況の中、職

員数の削減や行政改革の取り組み等により

確保された償還財源の範囲内において退

職手当債や行政改革推進債等のいわゆる

資金手当債を活用しております。もちろん

資金手当債を発行しない財政運営を目指し

てまいります。必要な政策を進めるための

財源を確保するため、やむを得ず資金手当

債を発行する場合でも将来の県民負担が

増大することがないよう通常債の残高を１

兆６千億円程度とする新ビジョンの目標の

範囲内で活用してまいります。 

財政健全化のための事業の廃止、見直し

の今後の進め方につきましては、令和２年

度当初予算編成において３９３事業の見直

しと４５件の歳入確保に取り組み６９億円の

財源を確保いたしました。来年度以降につ

きましても厳しい財政状況が想定されます

ので各部局との対話をより一層深化し、エ

ビデンスに基づく事業評価の徹底を図り、

長期間継続している補助金やイベントの見

直しなど歳出のさらなる見直しにこれまで

以上に取り組み新しい時代に必要な財源を

確保し、健全な財政運営を堅持してまいり

ます。以上であります。 

  



〇再質問 

まず一点目、財政健全化の堅持のところ

なんですけれども、事業の廃止、見直し、今

回私どもの会派も初めて提言をさせてもら

ったわけですが、かなりやってくれたとは

思うんですがまだ緒についたところと思い

ます。 

午前中も少し議論が実はあったんですけ

れども、私せっかくですね、財政課とその企

画部門が一緒になって政策推進局というの

をつくったもんですから、だったら事業や

施策の廃止、見直しというのを総合計画の

評価時に合わせてやるということを、ぜひ

積極的に進めるべきだというふうに思って

います。 

これまでも、財源不足の状況が正しくそ

の部局に伝わっているのかどうかというの

は、私どうもまた気になるんですね。財政

が１０月に編成方針出してこれだけ財源不

足ですと、事業の見直しをやってください

というのがもう恒例行事になっていて、あ

あまたかみたいな感じでやってきているの

かなという気がしないでもありません。や

はりやり方を変えて、年間を通してそのＰＤ

ＣＡを回していくというふうに変えていた

だきたいと思うんですけれども、その点に

ついての御所見をいただきたいと思いま

す。 

 

○政策推進担当部長 

財政健全化の堅持についての再質問に

ついてお答えいたします。 

見直しの時期ということでございます。

実は今年度の見直しにつきましては県議か

ら御指摘があったとおり、予算編成過程の

中で新たに予算編成五箇条というものを

明示して取り組んでおりました。この予算

編成五箇条を今回明示したのはですね、財

政当局が意識を持つだけではなくて各部

局がこういう状況でこういう取り組みをし

なければいけないということを明示するた

めに、あえて今回出させていただきました。

これはずっと取り組みを続けていきたいと

思います。 

来年度につきましては、見直しの着手時

期を前倒ししていきたいと思っておりま

す。予算編成に先立ってですね、実施して

いきたいということを検討しております。

そうすることによりまして時間がとれます

ので、各部局と十分対応しながら見直しを

進めていくことができるというふうに考え

ておりますので年間を通じたといいます

か、早い時期からの見直しという課題に着

手をしていきたいというふうに今考えてお

ります。以上であります。 

 

○要望 

要望して終わりますけれども、資金手当

債というのは家庭でいくと生活に困ってお

金を貸してくれるところを探し回って、そこ

に借りに行ったっていうようなイメージだ

と私は思うんですよね。 

全庁の皆さんはそういう環境にあるとい

うことで事業の見直しをやってほしいと思

いますし、先ほど私資産経営の関係で再質

問しましたけれども、今中期財政計画をつ

くっている多くの自治体の中でこのやっぱ

り施設の維持管理コストが非常に重荷にな

っていると、投資的経費の増というのが課

題になって財政の見直しをやっているとこ

ろが多いもんですから、これぜひ慎重に進

めていただきたいというふうに思います。 

 

  



【２０２３．２代表質問】 

初めに、知事の政治姿勢についてのう

ち、令和５年度当初予算編成についてお伺

いいたします。（略） 

こうした背景の中、提案された令和５年

度当初予算案は一般会計の予算総額が１兆

３７０３億円と前年度を約６０億円上回り過

去最大規模となりました。一方で財源不足

額も５３８億円に拡大し、財政調整用基金の

残高は１８９億円まで減少するなど厳しい

環境下での編成であったことがうかがわれ

ます。 

私たちふじのくに県民クラブは、従来か

ら掲げる四つのキーワード、命、豊、人、礎

に新たに環境の環――つなぐを加え五本

柱の新たな政策集未来共創を策定しこれに

沿って昨年１２月、４６項目の政策を提言さ

せていただきました。まずこの会派要望に

対する県の対応をお伺いいたします。 

また、今後の社会情勢については、物価

高は収束の見通しが立たず金融政策も不

透明な中、厳しい経済環境が続くと見込ま

れます。人口減少が進む中、引き続き財政

健全化に向けた不断の取組が必要となりま

す。 

我が会派は、ここ数年事業の見直しや歳

入確保を提言してきました。当初予算では

７３億円の行革効果をうたっていますけれ

ども、予算総額に占める割合は僅か０．５％

でありさらにドラスチックな財政改革が必

要と思います。厳しい財政状況の中、今回

もシーリングをかけたようですが部局での

事業の選択と集中は必ずしも十分ではな

く、それぞれの事業を一律カットしたところ

もあるように聞いております。 

数年前導入した枠配分予算は、部局に裁

量権を持たせるものですがまだ十分活用

できていないように感じます。これは部局

の財政リテラシーが不足しているからにほ

かなりません。各部局でその事業が上位目

標に沿って効果を上げているか事業効果

をしっかり検証するとともに、新地方公会

計制度を活用し保有資産や行政コストなど

の財政状況を部局ごとにしっかりと把握す

る必要があります。 

また、歳入確保について寄附金の活用は

徐々に進んできたと評価しますが以前から

提案しているネーミングライツは全く進ん

でおりません。ネーミングライツをはじめ部

局が保有する物品や資産を売却して歳入を

確保した際に一般会計で収受するのではな

く、一定割合を翌年度予算に反映するなど

当該部局にインセンティブを与えてはいか

がでしょうか。今後の財政健全化に向けた

取組についてお伺いをいたします。 

 

〇川勝知事 

（前略） 

第五の柱、礎につきましては、業務の効

率化や手法の見直しなどによる歳出のスリ

ム化と寄附金やふるさと納税の拡大等によ

る歳入の確保を進めまして７３億円の財源

を捻出いたしました。厳しい財政状況の中

でメリ張りの利いた予算となるよう抑える

べき経費は抑え必要な政策には思い切っ

た財源の集中を図ったところであります。 

今後の財政健全化に向けましては、職員

による業務アプリの開発を可能とするノー

コードツールの試験導入などデジタル技術

を活用したさらなる業務の効率化やファシ

リティーマネジメントの観点から県有施設

の総量適正化や有効活用の取組を一層進

めるなど選択と集中のさらなる徹底を図り

ます。 

また、新しい産業の育成を通じた税源涵

養を強化するとともに、クラウドファンディ

ングやネーミングライツの積極的な導入を

図るなど各部局の財源確保努力を促すイン

センティブを拡充しながら歳入確保に向け

た取組をさらに強化してまいります。 

新ビジョンに掲げた県民幸福度の最大化

を達成するためには安定した財政基盤が不

可欠です。人づくり・富づくりの着実な推進

と健全な財政運営の堅持を両立し富国有

徳の美しいふじのくにの実現に向けて全力

を尽くしてまいります。 

 



○再質問 

当初予算編成について再質問させてい

ただきます。 

事業見直しなどで７３億円の行革効果を

出したと、これはこれで評価をするんです

けれども、やっぱりちょっと十分じゃないな

というふうに感じています。と申しますの

が、当初予算編成後の基金残高が１８９億

円ということでこれは公表されているんで

すけれども、先日１４日に公表された令和４

年度の補正予算を見ておりましたら、この

中で行革推進債を９０億円、調整債を２０億

円、臨財債の追加を７９億円計上していま

した。これ合計するとちょうど１８９億円な

んですね。 

私は以前から資金対策債なるものはで

きるだけ発行すべきでないという話をして

いるんですけれども、やはり肥大化した財

政をこれから抑えていかなくちゃいけない

という局面になってきているもんですか

ら、もっと行革をしっかりやらなきゃいかん

と思うんですよね。 

私からするとこれ、借金で基金を積み立

てているものだと思っていますので、その

あたりについてですね、こういう財政運営

一体いつまで続けるのか、このあたりをぜ

ひちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

○政策推進担当部長（石川英寛君） 

財政健全化に関する再質問についてお

答えいたします。 

臨時財政対策債は償還財源が後年度に

全額地方交付税として措置されるのでこち

らは異なると思いますが、財源措置のない

行政改革等推進債や調整債につきましては

将来への過度な負担を避けるため、議員御

指摘のとおり発行を極力抑制すべきものと

考えております。 

こうした資金手当債の発行に頼らない財

政運営を実現するためには歳出のスリム化

と歳入の確保を徹底することが不可欠で

す。現在の厳しい財政状況について財政当

局だけではなく全部局で改めて認識を共有

するとともに、強い決意を持って財政健全

化に向けて取り組んでまいります。以上で

あります。 


